
 

５東彼杵町企業管理規程第５号 

  

 

 東彼杵町農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金徴収条例施行規程を

ここに公布する。 

  

令和５年１２月１２日 

  

東彼杵町長 岡田 伊一郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

東彼杵町農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金徴収条例施行規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、東彼杵町農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金徴収条例（平

成５年条例第９号。以下「条例」という。）第８条の規定により条例の施行について必要

な事項を定めるものとする。 

（受益者の申告） 

第２条 条例第２条の規定により農業集落排水事業及び漁業集落排水事業の利益を受ける

者（以下「受益者」という。）は、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業受益者申告書

（様式第１号）を下水道事業の管理者の権限を行う町長（以下「管理者」という。）に提

出しなければならない。 

（不申告等の取扱） 

第３条 管理者は、受益者が前条の申告を怠ったとき、若しくはその申告内容が事実と異な

るときは職権で受益者と認定することができる。 

（分担金の額） 

第４条 管理者は、条例第３条第２項の分担金の額を次のとおり定める。 

（１） 中尾地区 １戸当たり １５０，０００円とする。 

（２） 西部地区 １戸当たり １６０，０００円 

（３） 音琴地区 １戸当たり １５０，０００円 

（分担金の決定通知書） 

第５条 条例第４条第１項の規定による分担金の額の通知は農業集落排水事業及び漁業集

落排水事業分担金決定通知書（様式第２号。以下「決定通知書」という。）によるものと

する。 

（分担金の賦課徴収） 

第６条 条例第４条第２項の規定による分担金の額、納付期日等は農業集落排水事業及び漁

業集落排水事業分担金納入通知書によるものとする。 

２ 条例第４条第２項に規定する分担金は、当該事業実施中、管理者が定める期間内で分割

して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、このかぎりで

ない。 

３ 管理者は、特別な事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず納期等を変更す

ることができる。 

（分担金の徴収猶予） 



 

第７条 条例第６条の規定により次の各号のいずれかに該当する場合において、その該当す

る事実に基づき分担金を納入することができないと認めるときは、受益者の申請に基づき

分担金の徴収を猶予することができる。 

（１） 災害その他の理由により自己の所有に係る財産の全部又は一部について被害を受

け損失があったとき。 

（２） 受益者が病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とし、その生活のため公の

扶助を受けるに至ったとき。 

（３） その他管理者が特に必要と認めたとき。 

２ 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は農業集落排水事業及び漁業

集落排水事業分担金徴収猶予申請書（様式第３号）を管理者に提出しなければならない。 

３ 管理者は、第１項の規定により徴収の猶予をしたときは、その旨を農業集落排水事業及

び漁業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書（様式第４号）により申請者に通知しなけ

ればならない。 

（分担金の減免） 

第８条 条例第６条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受けた

日、又は減免の事由が発生した日から１４日以内に農業集落排水事業及び漁業集落排水事

業分担金減免申請書（様式第５号）を管理者に提出しなければならない。 

２ 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し農業集落排水事業及び漁業集

落排水事業分担金減免決定通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。 

（受益者の変更） 

第９条 条例第７条の規定による受益者の変更があった場合は、遅滞なく農業集落排水事業

及び漁業集落排水事業受益者異動届書（様式第７号）を管理者に提出しなければならない。 

２ 管理者は、前項の異動届書を受理したときは、従前の受益者に対し農業集落排水事業及

び漁業集落排水事業分担金義務消滅通知書（様式第８号）により通知し新たに受益者にな

った者に対し決定通知書により通知をしなければならない。 

（その他） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 



 

様式第1号(第2条関係) 

（表 面） 
 

東彼杵町農業集落排水事業及び漁業集落排水事業受益者申告書 

受 付 入 力 
行 政 区  

  
受 益 者 番 号  

  
 

    年  月  日 

東彼杵町長     殿 
東彼杵町農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金徴収条例施行規程第2条の規定により受益者であることを申告します。 

（土地の所有者又は代表者） 
住所                                        

氏名                    ㊞   電話 （  ）  ―      

番
号 

土地の所在地 
地目(台帳) 地 積 

(㎡) 
受益の
有 無 

そ の 他 の 権 利 者  

地目(現況) 権利の種類 住 所 氏 名 確認印 

1 
東彼杵町      郷        

 

2 
東彼杵町      郷        

 

3 
東彼杵町      郷        

 

4 
東彼杵町      郷        

 

5 
東彼杵町      郷        

 

◎ 申告書の書き方については同封の「申告書記入例」をご参照ください。 

◎ 申告書の提出は    年  月  日までにお願いします。 

裏面へつづく 

フリガナ 



 

（裏 面） 

◎ 受益者負担金の納付方法について（いずれかを選択して、押印してください。） 

 
 

納 付 方 法  納 付 期 限 土 地 の 所 在 地 納付者氏名 
納付者

確認印 

 

 

 

 

一括納付 

 

1戸当り       円を

納付します。 

    年    月末日 

1 
東彼杵町     郷   

2 
東彼杵町     郷   

3 
東彼杵町     郷   

4 
東彼杵町     郷   

5 
東彼杵町     郷   

 

 

 

分割納付 

 

1戸当り       円を

分割にて納付します。 

第  回     年   月末日 

円 

第  回     年   月末日 

円 

第  回     年   月末日 

円 

 

合計           円 

1 
東彼杵町     郷   

2 
東彼杵町     郷   

3 
東彼杵町     郷   

4 
東彼杵町     郷   

5 
東彼杵町     郷   

 



 

様式第2号(第5条関係) 

東彼杵町農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金決定通知書 

受益者番号 

住 所     東彼杵町       郷      番地 

氏 名                          様 

東彼杵町農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金徴収条例施行規程第

5条の規定により次のとおり通知します。 

 

 

 

    年度       分担金額          円 

    年度       分担金額          円 

    年度       分担金額          円 

 

 

合計       分担金決定額          円 

 

 

 

    年  月  日 

 

 

 

 

 

東彼杵町長 

 

 

 

 



 

様式第3号(第7条関係) 

農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金徴収猶予申請書 

    年  月  日 

東彼杵町長     殿 

受益者           
住 所          
氏 名        ㊞ 

東彼杵町農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金徴収条例施行規程第7条

第2項の規定により次のとおり申請します。 

受 益 者 番 号 納 付 通 知 書 番 号 

徴 収 猶 予 申 請
す る 理 由 

 

う
と
す
る
金
額 

徴
収
猶
予
を
受
け
よ 

年 度 分 担 金 額   徴収猶予申請額 

 円   円 

     

     

計     

年  月  日から 
徴収猶予を受けようとする期間    年  月  日まで 

（   回分） 

納
付
期
間 

回数 納付年月日 金 額 回数 納付年月日 金 額 

1   4   

2   5   

3   6   

※ 処理欄 

決定区分 承認却下決定理由 

分 担 金 額  徴 収 猶 予 額 

円  円 

調 査 事 項  

上記のと
おり処理し
てよろしい
か。 

起 案 町 長 課 長 係長 係     

決 裁         

通 知 



 

様式第4号(第7条関係) 

 

農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書 

 

    年  月  日 

 

 

 

 

（受益者） 

住 所 

氏 名        殿 

 

 

東彼杵町長        □印  

 

次のとおり決定しましたので東彼杵町農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分

担金徴収条例施行規程第7条第3項の規定により通知します。 

受 益 者 番 号 
 

納付通知書番号 
 

決 定 区 分 承認、却下 

徴収猶予期間 
年  月  日から    年  月  日 

（    回分） 

徴収猶予金額 円 

決 定 理 由 



 

様式第5号(第8条関係) 

農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金減免申請書 

    年  月  日 

東彼杵町長     殿 

受益者           

住 所          

氏 名        □印  

次の事由により分担金の減免を受けたいので東彼杵町農業集落排水事業及び漁業

集落排水事業分担金徴収条例施行規程第8条第1項の規定により申請します。 

 

 

 

 

 

分 担 金 額    円 

減免申請額    円 

減免申請をする理由 

 

 

 

受益建築物の所在 

負担区分名  
賦課
年度 

 
台帳
番号 

 

町 長 課 長 係 長 係   

      

起 案 年  月  日 

決 裁 年  月  日 

台 帳 記 入 年  月  日 

決定通知書発送 年  月  日 

納入通知書発送 年  月  日 

次のとおり決定してよろしいか（伺） 

決定区分   □ ％減額   □ 減額しない 

当初決定額 減免率 減免額 差引負担金額 

    

    

    

    

    

    



 

様式第6号(第8条関係) 

 

農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金減免決定通知書 

 

    年  月  日 

 

 

（受益者） 

住 所 

氏 名        殿 

 

東彼杵町長        □印  

    年  月  日付で申請のあった分担金の減免について、次のとおり決

定したので東彼杵町農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金徴収条例施行規

程第8条第2項の規定により通知します。 

 納付通知書番号  

分 担 金 額 
 

円 

決 定 区 分 承 認 ・ 却 下 

決定理由 

分 担 金 額 減 免 割 合 減 免 額 差 引 納 付 額 備 考 

円 ％ 円 円  

     

     

     

     



 

様式第7号(第9条関係) 

 

農業集落排水事業及び漁業集落排水事業受益者異動届書 

 

    年  月  日 

 

 

東彼杵町長     殿 

従前の受益者 住 所          

氏 名        ㊞ 

新 受 益 者 住 所          

氏 名        ㊞ 

 

次の受益建築物について受益者の変更があったので東彼杵町農業集落排水事業及

び漁業集落排水事業分担金徴収条例施行規程第9条第1項の規定により届けます。 

 

受益建築物の所在 異 動 の 原 因 異 動 年 月 日 供 用 開 始 年 月 日 

    

    

    

    

    

    

    



 

様式第8号(第9条関係) 

 

農業集落排水事業及び漁業集落排水事業分担金義務消滅通知書 

 

    年  月  日 

 

 

（受益者） 

住 所 

氏 名     殿 

 

 

東彼杵町長        □印  

 

あなたの受益分担金の納付義務が次のとおり消滅しましたので、東彼杵町農業集

落排水事業及び漁業集落排水事業分担金徴収条例施行規程第9条第2項の規定により

通知します。 

 

 

 

分 担 金 決 定 額          円 

 

分担義務消滅額          円 

 

差 引 分 担 金 額          円 

 


